
○車庫及び倉庫の取り扱い～助成対象Ｑ＆Ａ（図解編）～

Ｑ　車庫及び倉庫の改修費の助成対象について

Ａ　車庫及び倉庫の改修（居住スペースに改修）する場合の基準は下記のとおりとする。

　　図解①　母屋の中に車庫及び倉庫がある場合　→　助成対象

　　図解②　母屋と車庫及び倉庫が別棟の場合　→　助成対象外

　　　※例え母屋と車庫等が繋がっている場合も同様とする。

【図解①】助成対象

【図解②】助成対象外

※同一の構造や外壁
素材を使用しているな
ど、車庫及び倉庫が母
屋と一体化した建物と
見なされる場合は、対
象とする。
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